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マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

問
題
提
起

Ⅰ
． 

事
件
に
至
る
背
景
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス

チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉・
ト
ル
コ
関
係

Ⅱ
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告

Ⅲ
．
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告

Ⅳ
．
パ
ー
マ
ー
報
告

Ⅴ
．
法
的
評
価

展
望

問
題
提
起

「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
」
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一

日
、
な
か
ん
ず
く
ガ
ザ
支
援
船
団
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
の
急
襲

に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る

（
1
）

。

こ
の
事
件
に
は
、
な
か
ん
ず
く
政
治
的
側
面
と
法
的
側
面
が
存

在
す
る

（
2
）

。

本
稿
の
目
的
は
、「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
」
を
含
む
六
隻
の

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

二
六
七



（
二
六
八
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

評
価
し
、
一
定
の
結
論
に
到
達
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

Ⅰ
． 

事
件
に
至
る
背
景
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ

ス
チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉・
ト
ル
コ
関
係

考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
三
つ
の
事
象
は
、

第
一
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉
関
係
を
巡

る
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
月
一
八
日
ま

で
の
「
ガ
ザ
戦
争
」

第
二
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
『
対
ガ
ザ
地
区
海
上
封
鎖
』
措
置
、

第
三
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
を
巡
る
「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル

マ
ラ
号
事
件
」
で
あ
る
。

1
． 

イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉
関
係
：
ガ
ザ
戦

争
及
び
海
上
封
鎖

ガ
ザ
戦
争
：

二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
と
パ
レ
ス
チ

ナ
・
ハ
マ
ス
派
間
に
、
ガ
ザ
戦
争
が
勃
発
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の

一
方
宣
言
に
よ
り
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
八
日
に
戦
闘
停
止
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
こ
の
戦
闘
開
始
を
、
ハ
マ
ス
に
よ
る
イ
ス
ラ

エ
ル
南
部
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
停
止
さ
せ
る
目
的
を
以
て
正
当

「
ガ
ザ
支
援
船
団
」
と
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
の
衝
突
事
件
、
つ
ま
り

「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
」
の
法
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
て

考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
『
事
件
』
を
理
解
す
る
為
に
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一

日
以
前
、
つ
ま
り
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
か
ら
二
〇
〇
九
年

一
月
一
八
日
ま
で
続
い
た
い
わ
ゆ
る
「
ガ
ザ
軍
事
紛
争

（
3
）

」
な
ら
び

に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
宣
言
・
実
行
さ
れ
て
い
る
ガ
ザ
地
区

の
『
海
上
封
鎖
措
置

（
4
）

』
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

更
に
こ
の
法
的
考
察
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
点
は
、「
ガ
ザ
地

区
を
巡
る
軍
事
紛
争
」
に
つ
い
て
、
国
連
が
三
つ
の
調
査
委
員
会

〈
ゴ
ー
ド
ス
ト
ン
委
員
会
、
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
（the 

international fact-fi nding m
ission

及
び
パ
ー
マ
ー
委
員
会

（
5
）

）

を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
が
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
事

実
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
稿
は
、
前
記
三
つ
の
国
連
報
告
を
戦
時
法
〈ius 

in bello

〉、
つ
ま
り
国
際
人
道
法
の
諸
原
則
、
更
に
は
「
人
道
に

対
す
る
犯
罪

（
6
）

」
規
定
に
照
ら
し
て
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
法
的
に

二
六
八



（
二
六
九
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
） ミ

サ
イ
ル
で
被
害
を
蒙
っ
た
婦
女
子
の
ビ
デ
オ
を
マ
ス
コ
ミ
に
流

し
た

（
8
）

。
し
か
し
現
実
に
ガ
ザ
戦
争
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
極
め
て
不
利

に
作
用
し
た
。
そ
れ
は
な
か
ん
ず
く
双
方
の
人
口
密
度
の
相
違
に

起
因
す
る
。
つ
ま
り
、
三
六
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ガ
ザ
自
治

区
に
約
一
・
五
百
万
人
が
住
み
、
そ
の
四
五
％
が
一
四
歳
以
下
の

子
供
で
あ
る
。
ガ
ザ
地
区
の
人
口
密
度
は
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
四
一
六
七
名
で
大
都
市
並
み
の
人
口
密
度
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ガ
ザ
戦
争
で
は
、
住
民
も
ほ
と
ん
ど
保
護
さ
れ
る
事

無
く
ハ
マ
ス
派
へ
の
軍
事
攻
撃
に
類
似
す
る
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た

（
9
）

。

海
上
封
鎖
：

ガ
ザ
・
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
は
、
イ
ス
ラ
ム
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ

リ
ス
ト
組
織
ハ
マ
ス
の
実
効
支
配
下
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
不
定
期

に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
向
け
て
ミ
サ
イ
ル
が
打
ち
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ガ
ザ
地
区
に
対
し
二
〇
〇
八
年
一
二
月

二
七
日
戦
闘
を
開
始
し
、
約
三
週
間
戦
闘
を
継
続
し
、
二
〇
〇
九

年
一
月
一
八
日
、
一
方
的
に
戦
闘
を
停
止
し
た
。
し
か
も
既
に
こ

化
し
た
。
こ
の
戦
闘
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
一
四
〇
〇
名
以
上
の

死
者
と
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
負
傷
者
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
戦
死
者
は
、
僅
か
に
一
三
名
と
報
告
さ
れ
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
が
こ
の
作
戦
を
自
衛
戦
争
と
看
做
し
た
に
対
し
、

ト
ル
コ
は
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
に
対
す
る
侵
略
と
看
做
し
た
。
こ
れ

に
加
え
エ
ル
ド
ア
ン･
ト
ル
コ
首
相
は
、
ガ
ザ
紛
争
を
イ
ス
ラ
エ

ル
の
『
国
家
テ
ロ
』
と
呼
び
、
し
か
も
オ
ル
メ
ル
ト･

イ
ス
ラ
エ

ル
首
相
が
こ
の
作
戦
の
真
意
を
事
前
に
説
明
し
な
か
っ
た
事
実
を

ト
ル
コ
へ
の
侮
辱
と
受
け
止
め
た
。
更
に
ト
ル
コ
国
営
テ
レ
ビ
局

が
反
イ
ス
ラ
エ
ル
的
内
容
の
ド
ラ
マ
シ
リ
ー
ズ
「
ア
イ
リ
リ
ッ
ク

（A
yrilik

）
＝
分
離
」
を
放
映
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
外
務
省
が
ト
ル

コ
に
抗
議
し
た
。
か
く
し
て
、
ト
ル
コ
の
一
連
の
行
動
が
イ
ス
ラ

エ
ル
側
に
よ
っ
て
『
冷
戦
布
告
』
と
受
け
止
め
ら
れ
た

（
7
）

。

な
お
、
ガ
ザ
戦
争
で
は
、
軍
事
的
戦
闘
と
並
ん
で
、
同
時
に
い

わ
ゆ
る
心
理
的
戦
闘
も
遂
行
さ
れ
た
。
戦
争
で
は
、
ど
の
当
事
者

も
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
し
、
相
手
側
の
そ
れ
を
悪
化
さ
せ
る

事
を
試
み
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
側
は
、
と
り
わ
け
婦
女
子
（
非
戦
闘

員
）
の
被
害
を
大
々
的
に
喧
伝
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
も
ハ
マ
ス
の

二
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（
二
七
〇
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

破
さ
れ
れ
ば
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と
武
器
の
回
廊
が
確
立
す
る
結
果
と

な
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
海
兵
隊
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
ト
ル
コ
船

「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
」
を
急
襲
し
た
が
、
組
織
的
抵
抗
に
遭

遇
し
、（
ト
ル
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
一
人
を
含
む
）
九
名
の
ト
ル
コ

活
動
家
を
殺
害
し
、
船
舶
を
制
圧･

捕
縛
し
た
。
戦
闘
で
、
イ
ス

ラ
エ
ル
兵
七
名
を
含
め
、
三
〇
数
名
が
負
傷
し
た

（
11
）

。

Ⅱ
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
の
正
式
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
パ
レ
ス
チ

ナ
及
び
他
の
ア
ラ
ブ
被
占
領
地
域
に
於
け
る
人
権
：
ガ
ザ
紛
争
に

関
す
る
国
連
調
査
委
員
会
報
告
」（H

um
an R

ights in P
alestine 

and other occupied arab T
erritories: R

eport of the 
U
nited N

ations F
act F

inding M
ission on the G

aza 
C
onfl ict

）
で
あ
り
、
発
表
機
関
は
、
国
連
人
権
理
事
会
で
あ
る
。

1
．
要
点

1）　

イ
ス
ラ
エ
ル
も
ハ
マ
ス
も
ガ
ザ
戦
争
に
お
い
て
戦
争
犯

罪
を
犯
し
た
。
し
か
も
人
道
に
対
す
る
犯
罪
も
犯
し
た
可

能
性
あ
り
。

2）　

ガ
ザ
戦
争
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
行
動
は
、
ガ
ザ
地

れ
以
前
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ガ
ザ
地
区
へ
の
武
器･

弾
薬
の

流
入
を
防
ぐ
目
的
で
、
海
上
封
鎖
も
継
続
し
て
い
る
。

つ
ま
り
ハ
マ
ス
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
戦
争
状
態
に
あ
る

（
10
）

。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
相
手
で
あ
る
、
パ
レ
ス

チ
ナ
（
及
び
ハ
マ
ス
）
が
国
家
で
あ
る
か
否
か
以
前
に
戦
争
当
事

者
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。

2
．
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
：
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件

「
フ
リ
ー･

ガ
ザ･

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
〈
Ｎ
Ｇ
Ｏ
〉」
や
ト
ル
コ
人

権
団
体
等
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
七
〇
〇
人
以
上
の
活
動
家
と
一

万
ト
ン
の
援
助
物
資
を
搭
載
し
た
六
隻
か
ら
な
る
ト
ル
コ
旗
を
掲

げ
る
船
団
は
、
キ
プ
ロ
ス
を
出
港
し
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日

未
明
「
海
上
封
鎖
対
象
」
と
さ
れ
る
ガ
ザ
の
港
に
向
け
て
航
行
中
、

公
海
で
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
に
よ
っ
て
停
船
を
命
ぜ
ら
れ
、
ガ
ザ
港

で
な
く
、
ア
シ
ュ
ド
ッ
ト
港
へ
の
入
港
を
指
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ

を
拒
否
し
、
ガ
ザ
港
に
向
け
て
航
行
を
継
続
し
た
。
船
団
を
組
織

す
る
活
動
家
達
は
、
ガ
ザ
地
区
の
住
民
を
支
援
す
る
だ
け
で
な
く
、

船
団
が
不
法
と
看
做
す
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
海
上
封
鎖
の
突
破
を
試

み
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
船
団
の
行

為
は
人
道
的
動
機
で
は
な
く
、
し
か
も
一
度
こ
の
海
上
封
鎖
が
突

二
七
〇



（
二
七
一
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

2
．
適
用
法

委
員
会
の
規
範
的
枠
組
み
は
、
一
般
国
際
法
、
国
連
憲
章
（
民

族
自
決
権

（
13
）

）、
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
及
び
国
際
刑
法
で
あ
る

（
14
）

。

3
．
争
点

1）　

軍
事
目
標

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地

区
の
民
間
施
設
（
例
え
ば
、
警
察
施
設
、
議
会
、
法
務
省
及
び
刑

務
所
、
病
院
等
々
）
を
直
接
的
か
つ
意
図
的
に
攻
撃
の
標
的
と
し

た
が
、
こ
れ
は
明
白
な
国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る

（
15
）

。

イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
軍
事
措
置
の
正
当
化
を
目
的
と
す
る
主
張
に

よ
れ
ば
、
パ
レ
ス
チ
ナ
（
ガ
ザ
）
議
会
施
設
は
、「
ハ
マ
ス
の
政

府
部
分
で
あ
り
、
ガ
ザ
に
於
け
る
テ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
イ
ン
フ
ラ
施

設
と
し
て
奉
仕
し
、
ハ
マ
ス
の
統
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
成
し
て
い

た
（
16
）

」。ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
国
際
人
道
法
（
戦
時
法
）
の
主
要

原
則
た
る
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
の
区
別
を
根
拠
と
し
、
イ
ス

ラ
エ
ル
側
の
主
張
を
許
さ
れ
な
い
と
し
、
戦
時
法
〈
国
際
人
道

法
〉
違
反
と
位
置
付
け
た

（
17
）

。

な
お
、
標
的
と
さ
れ
た
警
察
署
の
爆
撃
で
九
九
名
の
死
亡
が
確

区
の
全
住
民
の
刑
罰
を
目
的
（
故
意
！
）
と
し
た
組
織
的

政
策
で
あ
り
、
国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る
。

（
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
主
張
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
、
人
口
密

集
地
域
に
お
い
て
、
テ
ロ
集
団
を
制
圧
す
る
為
に
、
負
担

軽
減
的
か
つ
適
切
な
行
動
を
採
っ
た
。）

3）　

長
期
に
わ
た
る
ガ
ザ
地
区
の
封
鎖
は
、
集
団
刑
罰
と
見

做
さ
れ
る
。

4）　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
作
戦
は
、
民
間
住
民
に
対
す
る
比

例
不
適
合
な
武
力
行
使
に
よ
り
、
全
住
民
に
対
す
る
刑
罰

を
意
味
し
、
戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
構
成

す
る
。（
用
例
：
食
糧
供
給
施
設
、
上
水
道
施
設
、
セ
メ

ン
ト
工
場
、
住
宅
等
々
の
組
織
的
破
壊
に
よ
る
民
間
パ
レ

ス
チ
ナ
住
民
の
日
常
生
活
の
困
難
化
及
び
民
間
人
を
防
護

楯
と
し
て
利
用
）

5）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
民
間
人
の
不
必
要
な
犠
牲
を
回
避
す

る
こ
と
に
失
敗
し
た
。

6）　

イ
ス
ラ
エ
ル
が
犯
罪
の
張
本
人
を
訴
追
す
る
為
に
、
な

か
ん
ず
く
安
全
保
障
理
事
会
の
強
制
措
置
及
び
国
際
刑
事

裁
判
所
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る

（
12
）

。

二
七
一



（
二
七
二
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

2）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
に
続
く
国
連
マ
ク
ガ
ヴ
ァ
ン
・

デ
ー
ビ
ス
委
員
会
の
最
終
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ガ
ザ

地
区
に
お
け
る
四
〇
〇
ケ
ー
ス
に
わ
た
る
不
法
行
為
非
難

の
調
査
を
行
っ
た
事
実
に
対
し
、
ハ
マ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ

ル
に
対
す
る
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
関
す
る
調
査
を
行
わ
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。

3）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
ハ
マ
ス

双
方
に
よ
る
、
潜
在
的
戦
争
犯
罪
と
「
可
能
な
人
道
に
対

す
る
犯
罪
」
の
証
拠
を
見
出
し
た
。
ハ
マ
ス
に
よ
る
こ
れ

ら
の
犯
罪
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
故
意
で
あ
り
、
つ
ま

り
そ
の
ロ
ケ
ッ
ト
は
、
意
図
的
に
か
つ
区
別
な
し
に
、
民

間
目
標
を
標
的
と
し
た
。

4）　

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
意
図
的
行
動
の
非
難
は
、
非
戦
闘

員
の
死
傷
の
事
実
な
ら
び
に
他
の
合
理
的
証
拠
発
見
の
不

能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

5）　

そ
の
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
資
料

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
故
意
に
非
戦
闘
員
を
標
的
に
は
し

て
い
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。

6）　

私
は
、
当
初
か
ら
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
協

力
を
歓
迎
す
る
。
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
の
目
的
は
、
決

認
さ
れ
た
が
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
詳
細
な
事
実
の
法
的

分
析
の
結
果
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
軍
事
攻
撃
が
慣
習
国
際
人
道
法

に
違
反
す
る
『
比
例
不
適
合
な
攻
撃
』
と
位
置
付
け
た

（
18
）

。

更
に
、
標
的
と
さ
れ
た
複
数
の
回
教
寺
院
（
五
五
名
の
死
傷

者
）
及
び
病
院
に
関
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ハ
マ
ス
側
が
回
教

寺
院
を
武
器
庫
と
し
て
利
用
し
、
病
院
を
軍
事
的
に
利
用
し
て
い

る
と
主
張
し
た
。
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
前
者
に
関
し
て
イ

ス
ラ
エ
ル
の
主
張
を
裏
付
け
る
証
拠
を
発
見
で
き
な
か
っ
た

（
19
）

と

し
、
後
者
に
関
し
て
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
主
張
を
裏
付
け
る
証
拠
を

発
見
し
な
か
っ
た

（
20
）

と
し
て
い
る
。

4
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
の
再
考

1）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
の
事
後
説
明

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
二
日
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ

ス
ト
紙
に
投
稿
し
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
の
重
要
部
分
の
修
正
と
採

れ
る
よ
う
な
内
容
説
明
を
行
っ
た
。
曰
く
、

1）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
現
在
我
々
が
知
っ
て
い
る

事
実
を
当
時
我
々
が
知
っ
て
い
た
な
ら
、
違
っ
た
内
容
に

な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

二
七
二



（
二
七
三
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

し
か
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
軍
事
攻
撃
に
お
け
る

『
故
意
』
の
否
定
と
同
時
に
、
ハ
マ
ス
の
軍
事
行
動
に
於
け
る
非

戦
闘
員
に
対
す
る
無
差
別
攻
撃
（
つ
ま
り
故
意
）
が
対
比
さ
れ
た

事
実
も
看
過
で
き
な
い

（
23
）

。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
ハ
マ
ス
を

単
な
る
「
テ
ロ
集
団
」
と
位
置
付
け
る
事
を
納
得
さ
せ
る
資
料
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

3）　

人
道
に
対
す
る
犯
罪

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
例
え
ば
、
ナ
チ
ス
の
ユ

ダ
ヤ
人
殺
戮
〈
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
〉、
ス
タ
ー
リ
ン
の
強
制
収
容
所
、

毛
沢
東
の
大
量
殺
戮
、
ウ
ガ
ン
ダ
の
大
量
殺
戮
、
セ
ル
ビ
ア
の
人

種
洗
浄
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
大
量
殺
戮
等
々
が
頭
に
浮
か
ぶ
が
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
対
ガ
ザ
軍
事
攻
撃
及
び
海
上
封
鎖
を
直
接
『
人
道
に

対
す
る
犯
罪
』
と
位
置
付
け
る
方
式
に
は
多
少
違
和
感
を
覚
え
ざ

る
を
得
な
い
。
確
か
に
、
委
員
会
の
規
範
的
枠
組
み
は
、
一
般
国

際
法
、
国
連
憲
章
、
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
及
び
国
際
刑
法

で
あ
る
が
故
に
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
も
含
ま
れ
る
。
し
か

し
、『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
』
の
一
方
的
な
、
し
か
も
安
易
な
適

用
は
、
こ
の
概
念
の
重
み
を
軽
減
す
る
結
果
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か

（
24
）

。

し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
事
前
の
結
論
を
証
明
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
に
と
っ
て
常
に
自
明
な

こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
他
の
主
権
国
家
と
同
様
に
、

内
外
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
自
ら
と
そ
の
市
民
を
守
る
権

利
と
義
務
を
有
す
る
事
で
あ
る
。

7）　

軍
事
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
は
、
国
家
軍
と
同
様
に
、

ハ
マ
ス
の
如
き
非
国
家
軍
に
も
適
用
さ
れ
る
。
ハ
マ
ス
の

如
き
非
国
家
軍
も
戦
時
法
の
諸
原
則
を
順
守
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
事
は
、
な
か
ん
ず
く
戦
時
法
の
基
準
を
維
持
し
、

非
戦
闘
員
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る

（
21
）

。

2）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
の
事
後
説
明
の
影
響

結
論
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
に
よ
る
事
後
説
明
は
、
イ
ス

ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
軍
事
紛
争
に
関
す
る
国
連
の
諸
決
議
へ
の

直
接
的
影
響
は
及
ぼ
し
て
い
な
い

（
22
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ザ
戦
争
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
行

動
の
法
的
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
の
結
論

に
重
大
な
実
質
的
修
正
が
な
さ
れ
た
事
実
が
看
過
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、
軍
事
攻
撃
の
結
果
発
生
し
た
死
傷
者
と
器
物
破
壊
に
お
け

る
「
故
意
」
が
否
定
さ
れ
た
事
実
が
こ
れ
で
あ
る
。

二
七
三



（
二
七
四
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

2）　

報
告
は
、
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
国
際

法
の
違
反
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
調
査
団
が
決
定

し
た
事
実
の
法
的
分
析
を
含
む
。

3）　

調
査
団
は
、
五
二
頁
に
わ
た
る
報
告
書
の
中
で
、
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
船
団
の
捕
縛
と
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る

滞
在
中
に
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
一
連
の

国
際
法
違
反
が
行
わ
れ
た
と
結
論
付
け
た

（
25
）

。

2
．
適
用
法

国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
国
際
法

（
26
）

。

3
．
調
査
団
の
主
張

1）　

不
公
正
な
勝
利
は
、
決
し
て
永
続
的
平
和
を
も
た
ら
さ

な
い
。

2）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
時
点
で
、
ガ
ザ
地
区
に
人
道

的
危
機
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
だ
け
か
ら
し
て
も
、

海
上
封
鎖
は
、
不
法
で
あ
る
。

3）　

こ
の
結
論
か
ら
生
ず
る
一
連
の
帰
結
は
、
原
則
的
に
、

公
海
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ

ラ
号
の
捕
縛
は
、
不
法
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
エ

Ⅲ 

．
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
（the 

international fact-fi nding m
ission

）
報
告

国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告
の
正
式
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「
人
道
支
援
を
遂
行
す
る
船
団
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
攻
撃
に

起
因
す
る
国
際
人
道
法
及
び
人
権
法
を
含
む
国
際
法
侵
害
を
捜
査

す
る
国
際
調
査
委
員
会
の
報
告
」（R

eport of the international 
fact-finding m

ission to investigate violations of 
international law

, including international hum
anitarian 

and hum
an rights law

, resulting from
 the Israeli attacks 

on the fl otilla of ships carrying hum
anitarian assistance

）

で
あ
り
、
発
表
機
関
は
、
国
連
人
権
理
事
会
で
あ
る
。

1
．
要
点

1）　

国
連
人
権
理
事
会
に
よ
っ
て
二
〇
一
〇
年
六
月
二
日
に

設
立
さ
れ
た
調
査
団
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
人
道
支
援
船
団
の
捕
縛
行
為
か
ら

生
じ
た
九
名
の
死
者
と
多
く
の
障
害
者
の
発
生
の
国
際
人

道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
国
際
法
の
違
反
を
調
査
す

る
事
を
目
的
と
す
る
。

二
七
四



（
二
七
五
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

4
．
法
的
考
察

1）　

海
上
封
鎖

国
際
法
に
よ
れ
ば
、
原
則
的
に
、
公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由

が
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
例
外
は
、
戦
時
海
上
封
鎖
で
あ
る
。

更
に
、
公
海
上
の
船
舶
は
、
排
他
的
に
そ
の
船
旗
の
所
属
す
る

国
家
の
管
轄
下
に
あ
る
。
そ
の
例
外
は
、
海
賊
、
奴
隷
船
、
麻
薬

取
引
船
、
無
国
籍
船
の
疑
い
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
に
於
け
る
第

三
国
に
よ
る
臨
検
の
可
能
性
の
存
在
で
あ
る
。

な
お
イ
ス
ラ
エ
ル
が
明
示
的
に
承
認
し
て
い
る
海
戦
規
定
は
、

海
上
軍
事
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｓ
Ｒ

Ｍ
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
則
的
に
全
て
の
国
家
を
拘
束

す
る
規
定
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
・
集
団
的
自
衛

権
）（jus ad bellum

）
な
ら
び
に
主
要
諸
国
の
軍
事
紛
争
法
（
Ｌ

Ｏ
Ａ
Ｃ
）（jus in bello

）
で
あ
る
。

軍
事
紛
争
法
に
よ
れ
ば
、
海
上
封
鎖
は
、
敵
国
の
海
岸
で
の
通

商
禁
止
で
あ
る
。
合
法
的
海
上
封
鎖
を
確
立
し
た
戦
争
当
事
国
は
、

公
海
上
で
の
封
鎖
を
遂
行
す
る
権
限
を
有
す
る

（
28
）

。

海
上
封
鎖
は
、
通
知
、
効
果
的
か
つ
公
平
な
強
制
及
び
比
例
適

合
を
含
む
一
連
の
法
的
要
求
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
29
）

。

と
り
わ
け
海
上
封
鎖
は
、
以
下
の
場
合
に
違
法
と
さ
れ
る
：

ル
軍
の
行
動
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
及
び
集

団
的
自
衛
権
）
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
い
。

4）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
封
鎖
を
安
全
保
障
上
の
根
拠
か
ら
正

当
化
し
よ
う
と
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
は
、
他
の
諸
国

と
同
様
に
、
平
和
と
安
全
へ
の
権
利
を
有
す
る
。
ガ
ザ
地

区
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
領
土
へ
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
は
、
国
際

法
及
び
国
際
人
道
法
に
対
す
る
深
刻
な
違
反
を
構
成
す
る
。

し
か
し
ガ
ザ
地
区
民
間
人
の
集
団
的
刑
罰
を
構
成
す
る
反

撃
行
動
も
違
法
で
あ
る
。

5）　

船
団
の
乗
客
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
行
動
は
、
状

況
に
対
し
て
比
例
不
適
合
で
あ
る
ば
か
り
か
、
全
く
不
必

要
か
つ
信
じ
ら
れ
な
い
違
反
の
レ
ベ
ル
を
表
示
し
て
い
る
。

こ
の
行
動
は
、
人
権
法
及
び
国
際
人
道
法
に
対
す
る
重
大

な
違
反
を
構
成
す
る
。

6）　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
第
一
四
七
条
に
違
反
す
る
以
下

の
犯
罪
に
対
す
る
証
拠
が
存
在
す
る
。

＊　

故
意
の
殺
戮
、

＊　

虐
待
あ
る
い
は
非
人
道
的
扱
い
、

＊　

 

身
体
あ
る
い
は
健
康
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
、

 

・
・
・
・
・
・
・
・

（
27
）

。

二
七
五



（
二
七
六
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

従
っ
て
、
合
法
的
海
上
封
鎖
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
、
関
係

船
の
遮
断
（
捕
縛
）
の
合
法
的
基
盤
は
、
以
下
の
よ
う
な
合
理
的

疑
念
に
他
な
ら
な
い
：

＊　

兵
器
を
輸
送
し
、
あ
る
い
は
敵
の
戦
争
行
為
へ
の
緊
密

な
統
合
の
如
き
敵
国
の
戦
争
行
為
へ
の
有
効
な
寄
与
（
戦

時
捕
縛
権
）。

＊　

国
連
憲
章
第
五
一
条
の
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権

（
37
）

。

調
査
団
報
告
は
、
如
何
な
る
軍
事
的
危
険
の
疑
念
も
船
団
に
対

し
て
存
在
し
な
い
し
、
し
か
も
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
の

適
用
ケ
ー
ス
も
存
在
し
な
い
の
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
船
団

の
遮
断
（
捕
縛
）
は
、
不
法
で
あ
る
と
結
論
付
け
る

（
38
）

。

3）　

問
題
点

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
調
査
団
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に

よ
る
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
が
違
法
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
基
づ

い
て
実
行
さ
れ
た
船
団
の
遮
断
（
捕
縛
）
行
為
も
違
法
で
あ
る
と

結
論
付
け
た
。
二
つ
の
結
論
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
問
題
な
し

と
し
な
い
。

a）　

民
間
人
の
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

民
間
人
の
生
存
に
と
っ
て
本
質
的
な
物
資
の
給
付
拒
否
の

場
合
。

b）　

海
上
封
鎖
か
ら
す
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
軍
事
利
点
と

の
関
係
で
過
剰
に
民
間
人
を
危
険
に
晒
す
場
合

（
30
）

。

2）　

調
査
団
報
告
の
結
論

調
査
団
報
告
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク
の
報
告

（
31
）

、
自
ら
の

見
解

（
32
）

、
な
ら
び
に
国
際
赤
十
字
委
員
会
の
見
解

（
33
）

を
指
摘
し
た
上

で
、
海
上
封
鎖
が
集
団
的
処
罰
を
意
味
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る
と
結
論
付
け
る

（
34
）

。

調
査
団
報
告
に
よ
れ
ば
、
更
に
、
戦
争
当
事
国
が
公
海
に
お
い

て
中
立
船
を
停
止
さ
せ
、
臨
検
し
、
そ
の
方
向
を
統
制
す
る
権
利

を
有
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
者
の
対
立
が
存
在
す
る
。
し

か
し
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ら
び
に
一
連
の
諸
国
の
軍
事
マ

ニ
ュ
ア
ル

（
35
）

は
、
関
係
船
が
敵
国
の
支
援
に
関
与
し
て
い
る
合
理
的

疑
念
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
こ
の
権
利
が
行
使
さ
れ
得
る
と

し
て
い
る
。
第
三
国
の
航
行
の
自
由
へ
の
介
入
の
権
利
は
、
安
易

に
想
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

（
36
）

。

二
七
六



（
二
七
七
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
） 対

立
し
て
い
る
現
状
か
ら
し
て
、
最
終
結
論
は
極
め
て
困
難
に
留

ま
る
。

第
五
に
、
と
は
言
っ
て
も
、
た
と
え
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
よ
る

海
上
封
鎖
そ
の
も
の
が
合
法
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
基
づ
き
、

海
上
封
鎖
の
突
破
を
試
み
る
船
団
の
遮
断
・
捕
縛
行
為
も
合
法
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
執
行
方
式
に
瑕
疵
が
あ
り
や
否
や

に
つ
い
て
は
、
当
面
未
決
に
留
め
、
パ
ー
マ
ー
報
告
の
検
討
を
待

つ
事
が
賢
明
と
考
え
る

（
39
）

。

Ⅳ
．
パ
ー
マ
ー
報
告

パ
ー
マ
ー
報
告
の
正
式
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
事
務
総
長
の

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
付
船
団
事
件
調
査
委
員
会
報
告
」

（R
eport of the S

ecretary-G
eneral ’s P

anel of Inquiry on 
the 31 M

ay 2010 F
lotilla Incident

）
で
あ
り
、
発
表
機
関
は
、

国
連
事
務
総
長
で
あ
る
。

1
．
要
点

1）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
四
時
二
六
分
六
船
舶
が
海
岸

線
か
ら
七
二
マ
イ
ル
地
点
で
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
っ
て
捕

縛
さ
れ
た
。
諸
船
舶
は
、
人
と
人
道
的
物
資
を
運
送
中
で

第
一
に
、
戦
争
当
事
者
に
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
・
集

団
的
自
衛
権
）
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
（jus ad bellum

）
に
関

わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
と
の
間
に
戦
争
が
勃
発
し
た
の

で
、
双
方
に
戦
時
法
〈
国
際
人
道
法
〉（jus in bello

）
が
適
用

さ
れ
る
。

第
二
に
、
拘
束
的
条
約
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
るsoft law

と
見

做
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
が
慣
習
国
際
法
で
あ
る
一
九
九
四
年
の
サ

ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
海
上
封
鎖
宣
言
当
事
国
は
、

封
鎖
地
域
に
向
か
う
第
三
国
の
船
を
原
則
的
に
、
海
岸
線
か
ら

二
四
カ
イ
リ
内
で
停
船
を
命
じ
、
臨
検
す
る
権
利
を
有
す
る
。
し

か
し
関
係
船
が
最
初
か
ら
海
上
封
鎖
の
突
破
を
公
言
し
て
い
る
場

合
に
は
、
既
に
公
海
で
も
同
様
の
行
為
が
許
さ
れ
る
。

第
三
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
二
〇
〇
五
年
に
ガ
ザ
地
区
か
ら
イ

ス
ラ
エ
ル
軍
が
撤
退
し
た
の
で
、
こ
の
地
区
が
占
領
地
と
は
見
做

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
海
上

封
鎖
を
宣
言
し
た
の
で
、
ガ
ザ
地
区
は
、
再
び
占
領
地
区
と
見
做

さ
れ
る
。
占
領
軍
は
、
原
則
的
に
、
占
領
地
区
の
民
間
人
の
生

命
・
財
産
の
維
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
『
集
団
的
処
罰
』
に
つ
い
て

は
、
調
査
団
報
告
と
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
事
実
確
認
と
法
的
評
価
が

二
七
七



（
二
七
八
）
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経
研
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五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

な
ら
な
い
。

2）　

公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
の
原
則
は
、
国
際
法
の
下

で
一
定
の
限
定
的
例
外
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ

ル
は
、
ガ
ザ
地
区
に
お
け
る
軍
事
集
団
に
よ
っ
て
自
ら
の

安
全
に
対
す
る
現
実
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
る
。
海
上
封

鎖
は
、
海
か
ら
の
兵
器
流
入
を
防
ぐ
為
の
正
当
な
安
全
措

置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
遂
行
は
、
国

際
法
の
要
求
に
合
致
し
て
い
る
。

3）　

人
々
が
政
治
的
観
点
を
表
明
す
る
権
限
が
あ
る
と
し
て

も
、
海
上
封
鎖
を
突
破
す
る
試
み
の
中
で
、
船
団
は
無
謀

な
行
動
と
採
っ
た
。
船
団
参
加
者
の
大
多
数
は
、
非
暴
力

的
意
図
を
持
っ
て
い
た
が
、
船
団
組
織
者
と
り
わ
け
「
人

権
・
自
由
・
人
道
救
済
基
金
」（
Ｉ
Ｈ
Ｈ
）
の
行
動
、
性

格
及
び
目
的
に
つ
い
て
は
深
刻
な
問
題
が
存
在
す
る
。

4）　

ト
ル
コ
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
両
国
は
、
こ
の
事
件
の
発
生

を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
事
件
発
生
を
回
避
す
る
為
に
必
要

な
行
動
を
採
っ
た
。

5）　

海
上
封
鎖
地
域
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
で
相
当
な
兵
力

で
船
団
に
、
し
か
も
乗
り
込
み
直
前
の
警
告
な
し
に
、
乗

り
込
む
決
定
は
、
過
剰
か
つ
不
合
理
で
あ
っ
た
。

あ
っ
た
。

船
団
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
っ
て
、
ガ
ザ
海
岸
線
が

海
上
封
鎖
下
に
あ
る
故
に
、
コ
ー
ス
変
更
の
指
示
を
受
け

た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
船
団
捕
縛
作
戦
の
結
果
九
人
の
死

者
と
多
く
の
負
傷
者
が
発
生
し
た
。

2）　

国
連
事
務
総
長
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
の
船
団

事
件
の
調
査
を
目
的
と
し
て
委
員
会
を
設
置
し
た
。
委
員

会
は
、
ト
ル
コ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
両
国
に
よ
る
調
査
報
告
書

を
受
け
、
こ
れ
を
検
討
し
た
。
両
国
は
そ
れ
ぞ
れ
自
前
の

調
査
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
。

3）　

委
員
会
は
、
事
件
の
事
実
、
状
況
、
関
係
を
確
認
し
、

将
来
の
こ
の
種
の
事
件
発
生
を
回
避
す
る
為
の
方
法
を
勧

告
す
る
が
、
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
、
法
的
責
任
に
つ
い

て
、
判
定
を
下
す
も
の
で
は
な
い
。

4）　

委
員
会
の
作
業
方
式
は
、
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
報
告
書
は
、
最
終
的
に
は
委
員
長
と
副
委
員
長

の
合
意
の
成
果
で
あ
る

（
40
）

。

2
．
事
件
の
事
実
、
状
況
及
び
関
係

1）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
事
件
は
、
将
来
再
発
し
て
は

二
七
八



（
二
七
九
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
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イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

第
一
の
問
題
点
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地
区
に
お
い
て
、

そ
の
軍
事
攻
撃
に
よ
っ
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
無
差
別
に
『
集
団

的
処
罰
』
を
行
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
暗
黙

の
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
『
故
意
』
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
に
、
こ
の
「
故
意
」
の
前
提
は
、
ゴ
ー
ル

ド
ス
ト
ン
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、「
集
団
的
処

罰
」
そ
の
も
の
の
主
要
部
分
も
崩
壊
し
た
。

第
二
の
問
題
点
は
、
軍
事
目
標
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地
区
の
政
府
行
政
施
設
（
議
会
、
警
察
署

等
々
）
及
び
民
間
施
設
（
モ
ス
ク
、
病
院
等
々
）
を
標
的
と
し
た

と
の
主
張
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
対
し
、

イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、「
ハ
マ
ス
集
団
が
全
体
と
し
て
テ
ロ
集
団

で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
集
団
が
使
用
す
る
主
要
な
イ
ン
フ
ラ
も

軍
事
標
的
と
り
得
る
。」
と
す
る
、
非
常
に
苦
し
い
一
般
的
主
張

に
加
え
て
、「
警
察
署
員
の
中
に
も
戦
闘
員
が
存
在
す
る
」
事
実
、

「
モ
ス
ク
（
回
教
寺
院
）
が
兵
器
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
」

事
実
「
病
院
が
軍
事
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
」
事
実
等
々

を
指
摘
し
、
最
後
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
、
原
則
的
に
ガ
ザ
地
区

の
民
間
人
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
努
力
を
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。

a）　

事
前
に
非
暴
力
的
選
択
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

対
立
を
回
避
す
る
為
の
乗
り
込
み
前
の
警
告
が
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
。

6）　

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
兵
士
は
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
に
乗

り
込
ん
だ
際
に
、
一
乗
船
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
組
織
的
暴
力

的
抵
抗
に
直
面
し
、
自
ら
を
守
る
た
め
に
武
力
行
使
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
士
三
名
が
捕
ら
え
ら
れ
、

虐
待
さ
れ
た
。
他
の
若
干
の
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
士
が
負
傷
し
た
。

7）　

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
捕
縛
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の

武
力
行
使
に
よ
る
死
傷
者
の
発
生
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
。

8）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
こ
の
事
件
に
関
し
て
「
遺
憾
の
適
切

な
宣
言
」
を
発
し
、
死
傷
者
及
び
そ
の
家
族
に
応
分
の
補

償
金
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る

（
41
）

。

Ⅴ
．
法
的
評
価

1
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告

ガ
ザ
戦
争
に
関
す
る
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
に
は
、
総
じ
て
三

つ
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。

二
七
九



（
二
八
〇
）

政
経
研
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

口
密
集
地
と
し
て
の
ガ
ザ
地
区
へ
の
応
分
の
配
慮
が
不
可
欠
と
考

え
ら
れ
る
。

2
．
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告

ガ
ザ
戦
争
及
び
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
事
件
に
関
す
る
国
連
人
権

理
事
会
委
任
調
査
団
報
告
に
は
総
じ
て
四
つ
の
問
題
点
が
存
在
す

る
。
第
一
が
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
へ
の
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権

適
用
の
不
可
能
性
、
第
二
に
、
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
の
違
法
性
、

第
三
に
、
海
上
封
鎖
の
違
法
性
に
基
づ
く
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号

の
停
船
・
捕
縛
行
為
の
違
法
性
、
第
四
に
、
停
戦
・
捕
縛
方
式
の

違
法
性
が
こ
れ
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
点
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
へ
の
国
連
憲
章
第
五
一

条
の
自
衛
権
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
考

え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
ガ
ザ
戦
争
そ
の
も
の
の
勃
発
要
因
で
あ
る
。

数
年
に
わ
た
り
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
ハ
マ
ス
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
南

部
へ
の
数
千
発
の
無
差
別
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ

ル
側
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
発
動
は
、
十
分
に
説
得
性

が
あ
る
。
一
発
の
み
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
自
衛
権
を
発
動
す
る
事

に
は
問
題
が
あ
っ
て
も
、
数
年
に
わ
た
っ
て
、
数
千
発
の
ロ
ケ
ッ

第
三
の
問
題
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
軍
事
紛
争
の
際
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
『
比
例
適
合
性
』
の
問
題
で
あ
る
。
比
例
適
合
性
の
原
則
を

云
々
す
る
以
前
に
指
摘
さ
れ
る
軍
事
紛
争
に
関
わ
る
事
実
は
、
紛

争
当
事
者
が
軍
事
紛
争
で
、
可
能
な
限
り
相
手
の
軍
事
能
力
（
兵

員
＋
兵
器
）
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
目
標
へ
の
到
達
が
民
間
人
及
び
民
間
施
設
へ
の

最
小
限
の
副
次
的
損
害
の
下
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
国
際
人
道
法

の
一
般
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
で
現
在
重
要
な
役
割
を

演
じ
て
い
る
も
の
が
「
精
密
兵
器
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
相
手
の
軍

事
目
標
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
攻
撃
し
、
そ
の
際
に
、
民
間
人
及
び

民
間
施
設
の
損
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
兵
器
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ

ル
軍
は
、
こ
の
種
の
兵
器
を
保
持
し
て
い
る
が
故
に
、
ガ
ザ
地
区

に
お
け
る
ハ
マ
ス
と
の
軍
事
紛
争
で
有
利
に
戦
争
を
遂
行
し
た
。

し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
不
利
な
状
況
は
、
攻
撃
対
象
の
ガ

ザ
地
区
が
大
都
市
並
み
の
人
口
密
集
地
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
地
区
で
は
、
軍
事
紛
争
に
お
い
て
、
民
間
施
設
及
び
民

間
人
の
副
次
的
損
傷
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

結
論
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
で
は
、
軍
事
目
標
へ
の

限
定
攻
撃
な
ら
び
に
比
例
適
合
性
原
則
の
適
用
に
際
し
て
も
、
人

二
八
〇



（
二
八
一
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
） か

ら
海
上
封
鎖
の
突
破
を
公
言
し
て
い
る
場
合
に
は
、
既
に
公
海

で
も
同
様
の
行
為
が
許
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ

る
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
の
違
法
性
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
合
理
的

で
は
な
い
。

第
三
の
問
題
点
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル

マ
ラ
号
の
停
船
・
捕
縛
行
為
の
違
法
性
は
、
海
上
封
鎖
そ
の
も
の

の
違
法
性
が
導
き
出
さ
れ
な
い
限
り
、
導
き
出
す
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。

第
四
の
問
題
点
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル

マ
ラ
号
の
停
戦
・
捕
縛
方
式
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
武
力
行
使

に
お
け
る
『
比
例
不
適
合
』
が
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
と
ト
ル
コ
側
の
主
張
に
ど

ち
ら
側
が
最
初
に
発
砲
し
た
か
に
つ
い
て
一
致
点
が
見
出
さ
れ
得

な
い
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
事
実
に
関
し
て
法
的
結

論
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

3
．
パ
ー
マ
ー
報
告

パ
ー
マ
ー
報
告
は
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
報
告
と

ト
を
、
し
か
も
無
差
別
の
打
ち
込
む
行
為
に
は
、
す
く
な
く
と
も

「
針
刺
し
戦
術
（N

adelstich-T
aktik

）」
理
論

（
42
）

の
適
用
が
不
可
能

で
は
な
い
。
つ
ま
り
自
衛
権
発
動
の
前
提
は
、
武
力
行
使
で
あ
る

が
、
一
発
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
で
は
と
も
か
く
、
こ
れ
が
繰
り
返
さ

れ
る
場
合
、
一
国
の
安
全
を
脅
か
す
事
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
国

の
政
権
の
不
安
定
化
に
導
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

他
の
一
つ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ

号
の
停
船
・
捕
縛
の
試
み
に
際
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
船
か
ら
の

乗
船
の
試
み
に
対
す
る
物
理
的
抵
抗
、
そ
し
て
そ
の
後
の
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
か
ら
の
乗
船
に
対
す
る
武
器
を
含
む
組
織
的
抵
抗
（
ど
ち

ら
が
先
に
発
砲
し
た
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
証
拠
が
存
在
し
な

い
。）
か
ら
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
自
衛
権
の
適
用
を
主
張
す

る
事
は
少
な
く
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

第
二
の
問
題
点
で
あ
る
、
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
の
違
法
性
に
つ

い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
大
部
分

が
慣
習
国
際
法
で
あ
る
一
九
九
四
年
の
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
れ
ば
、
海
上
封
鎖
中
の
戦
争
当
事
国
は
、
封
鎖
地
域
に
向
か

う
第
三
国
の
船
を
原
則
的
に
、
海
岸
線
か
ら
二
四
カ
イ
リ
内
で
停

船
を
命
じ
、
臨
検
す
る
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
関
係
船
が
最
初

二
八
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原
則
で
あ
る
。
前
記
の
三
つ
の
報
告
で
も
こ
の
原
則
が
持
ち
出
さ

れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
三
報
告
が
共
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
行
動

に
『
比
例
不
適
合
』
あ
る
い
は
「
過
剰
」
あ
る
い
は
﹇
不
合
理
﹈

と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
。
確
か
に
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の

停
船
・
捕
縛
に
際
し
て
、
九
名
の
人
命
が
失
わ
れ
た
。
こ
れ
は
客

観
的
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
状
況
説
明

を
パ
ー
マ
ー
報
告
は
、
極
め
て
詳
細
に
行
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、

そ
の
結
論
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
行
動
が
「
過
剰
」
か
つ
﹇
不
合

理
﹈
で
、（
人
命
の
喪
失
が
）『
許
さ
れ
な
い
』
と
さ
れ
た
。
こ
の

報
告
が
、
裁
判
所
判
決
で
は
な
く
、
将
来
類
似
的
事
件
の
発
生
を

回
避
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
法
的
考
察
に

固
執
す
る
こ
と
は
、
場
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
報
告

が
最
後
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ト
ル
コ
の
関
係
改
善
の
努
力
を
勧
め
て

い
る
事
実
か
ら
し
て
も
、
こ
の
報
告
に
法
的
論
理
の
一
貫
性
を
求

め
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

展
望

ガ
ザ
紛
争
（
戦
争
）、
海
上
封
鎖
な
ら
び
に
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ

ラ
号
事
件
に
関
わ
る
国
連
の
三
つ
の
報
告
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
（
人
権
理
事
会
報
告
）（
二
〇
〇
九
年
九

見
做
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
一
つ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
マ
ー
報
告
は
、

一
方
で
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ガ
ザ
地
区
に
お
け
る
軍
事
集
団

に
よ
っ
て
自
ら
の
安
全
に
対
す
る
現
実
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
る
。

海
上
封
鎖
は
、
海
か
ら
の
兵
器
流
入
を
防
ぐ
為
の
正
当
な
安
全
措

置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
遂
行
は
、
国
際
法
の

要
求
に
合
致
し
て
い
る
。」
と
し
、
し
か
も
、「
海
上
封
鎖
を
突
破

す
る
試
み
の
中
で
、
船
団
は
無
謀
な
行
動
を
採
っ
た
。」
と
し
な

が
ら
も
、

他
方
で
、「
海
上
封
鎖
地
域
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
で
相
当
な

兵
力
で
船
団
に
、
し
か
も
乗
り
込
み
、
直
前
の
警
告
な
し
に
、
乗

り
込
む
決
定
は
、
過
剰
か
つ
不
合
理
で
あ
っ
た
。」
と
し
、
し
か

も
、「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
捕
縛
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
武

力
行
使
に
よ
る
死
傷
者
の
発
生
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。」
と

結
論
付
け
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
パ
ー
マ
ー
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
ト
ル
コ

双
方
に
受
け
入
れ
可
能
な
報
告
を
目
指
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
故
に
、
論
理
の
首
尾
一
貫
性
に
欠
け
る
印
象
を
与
え
て
い
る
。

軍
事
紛
争
の
中
で
絶
え
ず
持
ち
上
が
る
問
題
は
、「
比
例
適
合
性
」

二
八
二
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二
八
三
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

こ
の
報
告
が
公
表
さ
れ
た
直
後
に
、
ト
ル
コ
は
、
ガ
ザ
支
援
船

に
ト
ル
コ
海
軍
の
軍
艦
を
護
衛
さ
せ
る
と
公
表
し
た
が
、
未
だ
に

こ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事

件
以
来
、
ガ
ザ
支
援
船
の
試
み
が
数
回
行
わ
れ
た
が
、
マ
ヴ
ィ
・

マ
ル
マ
ラ
号
事
件
に
類
似
す
る
事
件
は
発
生
し
て
い
な
い
。
あ
の

よ
う
な
事
件
が
多
く
の
ガ
ザ
支
援
船
に
抑
止
力
を
行
使
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

な
お
二
〇
一
三
年
三
月
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
は
、

エ
ル
ド
ア
ン
・
ト
ル
コ
首
相
へ
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
事
件
に
つ
い

て
正
式
の
謝
罪
を
行
い
、
こ
れ
を
ト
ル
コ
首
相
が
受
け
入
れ
、
事

件
は
一
応
の
解
決
を
み
た
。
そ
の
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関

係
の
改
善
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
1
） D

an D
inner, T

ürken nach G
aza!, in: N

Z
Z
 vom

 25. 
Juni 2010

（
2
） G

eorge S
zpiro, N

iem
and w

ill entschuldigen..., in: 
N
Z
Z
 vom

 27. D
ezem

ber 2010;
（
3
） G

eorge S
zpiro, 

（
註
．2
）（2010

）; S
ilke M

ertins, T
ürkei 

erklärt Israel den kalten K
rieg, in: N

Z
Z
 vom

 25. O
ktober 

2009; Isabelle Im
hof, D

er K
rieg m

it den K
inderbildern, 

月
一
五
日
）（
五
七
五
頁
）、
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
）（
五
六
頁
）
及
び
パ
ー
マ
ー
報
告

（
国
連
事
務
総
長
調
査
委
員
会
報
告
）（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
〇
五
頁
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
機
関
の
性
格
を
反
映
し
て
、

多
様
な
法
的
な
見
解
を
表
明
し
た
。

し
か
し
三
報
告
共
に
共
通
す
る
内
容
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
マ

ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
停
船
・
捕
縛
作
戦
に
お
い
て
「
比
例
不
適

合
」
な
武
力
行
使
を
行
っ
た
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
軍
事
紛
争
に
於
け
る
『
比

例
適
合
性
』
の
原
則
の
適
用
は
、
極
め
て
困
難
な
作
業
領
域
に
属

す
る
。
そ
の
困
難
性
は
、
先
ず
こ
の
概
念
の
定
義
上
の
難
し
さ
、

そ
し
て
こ
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
事
実
確
認
の
難
し
さ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
為
に
数
学
的
厳
密
性
を
伴
っ
た

結
論
を
出
す
こ
と
は
最
初
か
ら
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
、

相
対
的
な
正
し
さ
を
求
め
る
こ
と
以
外
の
方
法
は
無
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
パ
ー
マ
ー
報
告
を
検
討
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
報
告
に
於
け
る
首
尾
一
貫
性
の
欠
落
は
と
も
か
く
と
し

て
、
問
題
解
決
の
糸
口
の
提
供
は
、
評
価
に
値
す
る
と
看
做
さ
れ
る
。

二
八
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2011

（
6
） eg, B

eschädigte G
laubw

ürdigkeit der U
no, in: N

Z
Z
 

vom
 18. S

eptem
ber 2009;

（
7
） G

eorge S
zpiro, 

（
註
．2
）（2010

）; S
ilke M

ertins, T
ürkei 

erklärt Israel den kalten K
rieg, in: N

Z
Z
 vom

 25. O
ktober 

2009

（
8
） Isabelle Im

hof, D
er K

rieg m
it den K

inderbildern, in: 
N
Z
Z
 vom

 8. Januar 2009

（
9
） Isabelle Im

hof, 

（
註
．8
）（2009

）;

（
10
） D

an D
inner, 

（
註
．1
）（2010

）; H
elen K

eller, L
egitim

e 
S
elbstverteidigung, oder S

taatsterror? in: N
Z
Z
 vom

 9. 
Juni 2010; Jade-Y

asm
in T

änzler, “Israel kann und darf 
H
ilfsschiffe nicht durchlassen.” sagt S

eerechtler 
H
eintschel von H

einegg, in: N
Z
Z
 vom

 16. Juni 2011;

（
11
） G

eorge S
zpiro, 

（
註
．2
）（2010

）; D
an D

inner, 

（
註
．1
）

（2010

）
参
照
。

（
12
） G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, p.19, 24, 25; vk., U
no-

S
chelte gegen Israel, in: N

Z
Z
 vom

 15. S
eptem

ber 2009.

（
13
） L

egal C
onsequences of the C

onstruction of a W
all in 

the O
ccupied P

alestinian T
erritory, A

dvisory O
pinion of 

9 July 2004, I.C
.J.R

eports 2004, p.135, paras.149, 155 and 
159; G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, p.82
（
14
） G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, pp.7, 82f.

（
15
） G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, pp.11, 14, 102, 103

in: N
Z
Z
 vom

 8. Januar 2009;

こ
の
戦
争
の
戦
時
法
的
諸
問
題

に
つ
い
て
は
、
小
林
宏
晨
「
戦
時
法
（ius in bello

）
の
問
題

点
：
人
道
法
の
厳
格
適
用
を
巡
っ
て
」
日
本
法
学
第
七
五
巻
第
三

号
【
平
成
二
二
年
一
月
】
四
四
九
頁
│
四
七
二
頁
参
照
。A

sa 
K
asher and A

m
os Y

adlin, A
ssasination and P

reventive 
K
illing, in:: S

A
IS

 R
eview

, N
o.1/2005, pp41-57; A

vishai 
M

argalit and M
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